
広島県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱マニュアル（医療機関向け） 新旧対照表 

 

改正後 現行 

 

Ver 2.10 

 

肝がん重度肝硬変治療研究促進事業 

取扱いマニュアル（医療機関向け） 

広島県版 

 

 

平成３０年１１月２２日 

（最終改訂 令和５年４月１日） 

 

 

厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室 

広島県健康福祉局薬務課肝炎対策グループ 

 

 

※要綱等は広島県の要綱等に書き換えています。 

※事務の流れや提出書類，問合わせ先等も広島県の取扱いに書き換えてい

ます。他都道府県に関しては該当する都道府県の発行しているマニュア

ルを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver 2.01 

 

肝がん重度肝硬変治療研究促進事業 

取扱いマニュアル（医療機関向け） 

広島県版 

 

 

平成３０年１１月２２日 

（最終改訂 令和４年１１月１日） 

 

 

厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室 

広島県健康福祉局薬務課肝炎対策グループ 

 

 

※要綱等は広島県の要綱等に書き換えています。 

※事務の流れや提出書類，問合わせ先等も広島県の取扱いに書き換えてい

ます。他都道府県に関しては該当する都道府県の発行しているマニュア

ルを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現行 

１ページ～２ページ（略） 

３ページ 

１．肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の概要 

（１）（略） 

（２）肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の趣旨 

①目的 （略） 

②実施主体 （略） 

③本事業のイメージ （略） 

④参加者の要件 （略） 

⑤医療費の助成の概要 （略） 

・Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の患者（年収約３７０万円

未満の方）を対象に、肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療※１に係

る医療費が助成対象となる月を含み過去１年間で３月以上高額療養費算定基準額を超

えた場合※２に、高額療養費算定基準額を超えた３月目以降※３の医療費について、

患者の自己負担額が１万円となるよう助成します。 

※１ 通院治療は、「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」又は「粒子線

治療」に係るものに限ります。 

※２ 高療該当入院関係医療、高療該当外来関係医療又は高療該当合算関係医療のい

ずれかの医療を受けた月が３月以上の場合をいいます。 

※３ 助成月である３月目以降は、指定医療機関において医療を受ける必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ページ～２ページ（略） 

３ページ 

１．肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の概要 

（１）（略） 

（２）肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の趣旨 

①目的 （略） 

②実施主体 （略） 

③本事業のイメージ （略） 

④参加者の要件 （略） 

⑤医療費の助成の概要 （略） 

・Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の患者（年収約３７０万円

未満の方）を対象に、肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療※１に係

る医療費が助成対象となる月を含み過去１年間で３月以上高額療養費算定基準額を超

えた場合※２に、高額療養費算定基準額を超えた３月目以降※３の医療費について、

患者の自己負担額が１万円となるよう助成します。 

※１ 通院治療は、「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」に係るも

のに限ります。 

※２ 高療該当入院関係医療、高療該当外来関係医療又は高療該当合算関係医療のい

ずれかの医療を受けた月が３月以上の場合をいいます。 

※３ 助成月である３月目以降は、指定医療機関において医療を受ける必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現行 

４ページ～５ページ（略） 

 

６ページ 

 

 

４ページ～５ページ（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現行 

７ページ 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現行 

８ページ（略） 

 

９ページ 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０～１４ページ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ページ（略） 

 

７ページ 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８～１２ページ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現行 

１５ページ 

（略） 

 

・日付 

入院日、退院日、調剤日を記載してください。 

・医療機関名 

医療機関名の記載又は医療機関名の押印をしてください。 

・分子標的薬等に係る治療の場合〇 

「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」又は「粒子線治療」に係る外来

治療のいずれかに該当する場合、○印を記載してください。 

・特記事項がある場合〇 

外来時に、「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」又は「粒子線治療」に

係る治療を行う上で無関係であると医師が判断する医薬品（本事業の対象外となる医

薬品）も合わせて１枚の処方箋によって処方する場合には、〇印を記載してください。 

また、処方箋には、処方箋に記載されている本事業の助成対象外となる医薬品にマー

カーを付け、「マーカー部分が対象外」等のコメントを処方箋の裏面等に記載すること

等により、調剤を行う薬局が助成対象外の医薬品を区別できるようにしていただくよ

うお願いします。 

 

１６ページ～２０ページ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ページ 

（略） 

 

・日付 

入院日、退院日、調剤日を記載してください。 

・医療機関名 

医療機関名の記載又は医療機関名の押印をしてください。 

・分子標的薬等に係る治療の場合〇 

「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」に係る外来治療のいずれか

に該当する場合、○印を記載してください。 

・特記事項がある場合〇 

外来時に、「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」に係る治療を行う

上で無関係であると医師が判断する医薬品（本事業の対象外となる医薬品）も合わせ

て１枚の処方箋によって処方する場合には、〇印を記載してください。 

また、処方箋には、処方箋に記載されている本事業の助成対象外となる医薬品にマー

カーを付け、「マーカー部分が対象外」等のコメントを処方箋の裏面等に記載すること

等により、調剤を行う薬局が助成対象外の医薬品を区別できるようにしていただくよ

うお願いします。 

 

１４ページ～１８ページ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現行 

２１ページ 

 

（４）窓口対応 

・月末又は退院時に、高療該当入院関係医療に該当している場合は、現物給付の処理

を行ってください（特定疾病給付対象療養としてのカウントが４回以上の場合は、高

額療養費算定基準額多数回該当があればその適用があるので注意してください）。 

・現物給付となった場合は、「医療機関が記載する医療記録票」の「➏関係医療の窓口

支払額」の欄には「１万円」と記載してください。 

・肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けている患者で本事業の対象となる分

子標的薬を用いた化学療法、肝動注化学療法又は粒子線治療と肝炎治療特別促進事業

の対象となる核酸アナログ製剤治療を同じ医療機関で同日に処方を受ける患者には、

窓口で下記の書類の提示を求め、窓口では、先に核酸アナログ製剤治療に係る医療費

（初診料、再診料、検査費等を含む肝炎治療特別促進事業の対象となる医療費に係る

自己負担額）を「肝炎治療自己負担限度月額管理票」に記載し、残りの医療費につい

て「医療記録票」に記載してください。 

・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業：「医療記録票」 

・肝炎治療特別促進事業：「肝炎治療自己負担限度月額管理票」 

 

（５）レセプトの書き方 （略） 

 

（６）医療記録票の記載 （略） 

 

２２ページ（略） 

 

 

 

 

 

 

１９ページ 

 

（４）窓口対応 

・月末又は退院時に、高療該当入院関係医療に該当している場合は、現物給付の処理

を行ってください（特定疾病給付対象療養としてのカウントが４回以上の場合は、高

額療養費算定基準額多数回該当があればその適用があるので注意してください）。 

・現物給付となった場合は、「医療機関が記載する医療記録票」の「➏関係医療の窓口

支払額」の欄には「１万円」と記載してください。 

・肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けている患者で本事業の対象となる分

子標的薬を用いた化学療法又は肝動注化学療法と肝炎治療特別促進事業の対象となる

核酸アナログ製剤治療を同じ医療機関で同日に処方を受ける患者には、窓口で下記の

書類の提示を求め、窓口では、先に核酸アナログ製剤治療に係る医療費（初診料、再

診料、検査費等を含む肝炎治療特別促進事業の対象となる医療費に係る自己負担額）

を「肝炎治療自己負担限度月額管理票」に記載し、残りの医療費について「医療記録

票」に記載してください。 

・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業：「医療記録票」 

・肝炎治療特別促進事業：「肝炎治療自己負担限度月額管理票」 

 

（５）レセプトの書き方 （略） 

 

（６）医療記録票の記載 （略） 

 

２０ページ（略） 

 

 

 

 

 

 



改正後 現行 

２３ページ 

（略） 

 

（４）窓口対応 

・助成を受けるには県に対して償還払いの手続きが必要となる旨を対象患者に伝え、

領収書と診療明細書を交付してください。 

・償還払いとなった場合、窓口での支払額は「保険診療の高額療養費算定基準額」で

す。 

・肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けている患者で本事業の対象となる分

子標的薬を用いた化学療法、肝動注化学療法又は粒子線治療と肝炎治療特別促進事業

の対象となる核酸アナログ製剤治療を同じ医療機関で同日に処方を受ける患者には、

窓口で下記の書類の提示を求め、窓口では、先に核酸アナログ製剤治療に係る医療費

（初診料、再診料、検査費等を含む肝炎治療特別促進事業の対象となる医療費に係る

自己負担額）を「肝炎治療自己負担限度月額管理票」に記載し、残りの医療費につい

て「医療記録票」に記載してください。 

・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業：「医療記録票」 

・肝炎治療特別促進事業：「肝炎治療自己負担限度月額管理票」 

 

（５）レセプトの書き方 （略） 

 

（６）医療記録票の記載 （略） 

 

２４ページ～３０ページ（略） 

 

 

２１ページ 

（略） 

 

（４）窓口対応 

・助成を受けるには県に対して償還払いの手続きが必要となる旨を対象患者に伝え、

領収書と診療明細書を交付してください。 

・償還払いとなった場合、窓口での支払額は「保険診療の高額療養費算定基準額」で

す。 

・肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けている患者で本事業の対象となる分

子標的薬を用いた化学療法又は肝動注化学療法と肝炎治療特別促進事業の対象となる

核酸アナログ製剤治療を同じ医療機関で同日に処方を受ける患者には、窓口で下記の

書類の提示を求め、窓口では、先に核酸アナログ製剤治療に係る医療費（初診料、再

診料、検査費等を含む肝炎治療特別促進事業の対象となる医療費に係る自己負担額）

を「肝炎治療自己負担限度月額管理票」に記載し、残りの医療費について「医療記録

票」に記載してください。 

・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業：「医療記録票」 

・肝炎治療特別促進事業：「肝炎治療自己負担限度月額管理票」 

 

（５）レセプトの書き方 （略） 

 

（６）医療記録票の記載 （略） 

 

２２ページ～２８ページ（略） 

 

 

 


